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総合労働行政機関としての施策の推進
Ｉ

一

石川労働局では、総合労働行政機関として、各種情勢に対応した雇用 。労働施策を推進するため、四行政

分野 (労働基準、職業安定、人材開発、雇用環境 。均等)の施策を総合的、一体的に運営してまいります。

令不□6年度においては、能登半島地震の雇用情勢に与えた影響を早期に払拭し、復旧 。復興を成し遂げる

ため、被災者の立場にも配慮しつつ、賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善、り・スキ

リング、労働移動の円滑化、多様な人材の活躍と魅力ある職場づくりの支援などに積極的に取り組んでまい

ります。

また、関係機関・団体とも連携を密にし、地域の課題や労使・県民の皆様の期待に応えてまいります 。

石川県の雇用をめぐる現状
嗅

任
の求人があり、持ち直しています。令和6年能登半島地震による◆後の雇用ヘ

の影響に注意が必要です。

1 最 近 の 雇 用 情 勢

累諾鞘 蕗請熙雰醒記識 藉思青響輝融
就業確保措置を実施している企業はフ99社 (30.1%)で した。

<令不B5年 6月 ¬日現在:高年齢者雇用状況報告>

2 高年齢者の雇用状況

蓄番郷 醜 麗緊窺籐議褻弓澄そ蘇
況にあります。

若 者 の 雇 用 状 況3

雇用者全体に占める女性の割合は、48.4%で あり、全国平均の4フ .1%よ り

1.3ポイント高い状況にあります。
  <資料出所:総務省・石川県「労働力調査」令和4年>

一方、管理職に占める女性の割合は、14.3%で あり、全国平均の 15.ア %より

1,4ポイント低い】犬況にあります。
<資料出所:総務省「国勢調査」令不日2年>

女 性 の 雇 用 状 況4

卜f号音予!辱i手持ξ邑景弘
'な

i:い!]まキ七Fま
'手

ぎ号ま伊珊 移鼈続邊証荼孝
ント下回つています。

<資料出所:令和4年度「石川県の賃金等労働条件実態調査」、厚生労種l省「雇用均等基本調査」>
5 仕 事 と育 児 の 両 立

ガ3塚蛸すⅧ 観蚕翻経麗箭税鍵霧牒協
を超 えて います。            <令 和5年6月 1日現在:障害者雇用状況報告>

6 障 害 者 の雇 用 状 況

年次有給休暇の取得率は54.4%であり、全国平均の62.1%よリア.フポイント

下回つています。
<資料出所:令和5年就労条件総合調査の特別集計を基に厚生労働省雇用環境。均等局総務課

雇用環境政策室が作成>
年次有給体暇の取得7

間蟹胃憲鞘 難 な略鵜 瑞忌再召縄筈甥 器 電
の166時間より16時間短くなつています。

<資料出所:令和4年毎月勤労統計調査、規模5人以上 ※パートダイム労働者を除く>
8 労 働 時 間 の 状 況
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II 最低賃金・賃金の引上Iザに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等

石 川 県 最 低 賃 金 933円 令和5年 10月 8日

苺穏鎮  ―  謙!重発難巨難域麟最l_氏箕金

(1)最低賃金需ll度の適切な運営

【石川県の最低賃金】

(2)事繋場内最低麓金の零章盈 tずを図る尊ゴど監企繋・小規模事禁者の生産 ll空 向上に
拘奪サた支援の強で毯

碕

P 業務改善助成金の活用

業務改善や生産性向上に係る企業の

ニーズに応え、賃金引上Iザを支援します。

＼詳しくはこちらを検索!/

クロコの多助君

《3)同一勢蠍向―蔓金の徹底苺無期転換ザ抄一かtこ つもヽて

① 同一貯鐵同一賃金の徹底

労働基準監督署による定期監督等において、同一労働同一賃金等につしヽて企業から1情報提供を受けること
により、雇用環境。均等室又は職業安定部による効率的な報告徴収等を行います。

また、基本給・賞与について見直しを促す働きかけをすることや支援策の周知を行い、企業の自主的な取組
を促すことで、同一労働同一賃金の遵守徹底を図ります。

② 無期転換ルーザレについて

無期転換ルールについて、更なる周矢日徹底を行います。

また、令不□6年4月から、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件の明
示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加することとされたことについての周宍[lも行つてい
きます。

萄 期 契 約 労 鋤 者 の 無 期 転 換 ポ ー タ ル サ イ ト

無期転換ルールの概要や厚生労働省で行っている支援策、先進的

な取組を行つている企業事例のほか、無期転換後の受け皿の1つ

となる「多様な正社員」の導入の際に参考となるモデル就業規則な

どを掲載しています。

里 httpS:〃 muki.mhtwigoijp/

‖県内の最低賃金
最低養金よりにヽヽ長金で
を使粛することすよできま

石J“ 県最低賃金 933円

―

||||li!ユ ||||!!HH:善 !::F
|■ |

OSO円

`!■

■9よ 鼎γ「常

'資と差itと岳,■ i。

瑞 熊艦出隅鶏舘需器蜜鰍t枡驚*∵・・
い°~,“鷲心■●

一般機械製造業最低賃金 1,000円

自動 車 製 造 業 最 低 賃 金 1,000円

電気機械製造業最低賃金 963円

百 貨 店 最 低 賃 金 950円

令和5年 12月 31日

確認しよう、

最低賃金!

苺蓬最低嚢金靱欝掛 目書景尋書買 :改重発難彗

業務改善助成金 検索

生産睦血上のヒント簾
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■ |り 。スキリン父 労働移動の円滑化等の推進

|:|111: |■ ●|:|||||:|II■・|― ■|=|||1甘 ||||.:illl::|:

ハローワーダにおいて、オンラインを活用した求人受理を進めるとともに、

求人事業所に対し、求人条件緩和や魅力ある求人票の作成支援等の助言、事業所情報の収集をきめ細かく行

うなどの求人充足に向けたサービスを実施 し、求人者支援の充実を図ります。

ハ国弾鬱―プ t遜 総麟縁入穂罐繰支援
求職者に企業のことを矢□つてもらうため、次のような取組を行つています。

◇ 籐
貰を

酪 ュ!増会

|lil=111111111111:||!|■ |― ::|:||.||‐ ||||!|:|■ |―・ IIIII:・ |■ |― .■ |:li::|||:

医療 。介護・保育・建設・警備・運輸分野など雇用吸収力の高い分野のマッチング支援を強化するため、

関係団体等と連携した人材確保支援 (セ ミナー・説明会・面接会等)の充実を図るとともに、ハローワーダ

金沢の 「人材確保対策コーナー」を中心に、潜在求職者の積極的な掘り起こし、求人充足に向けた条件緩和

指導等により、重点的なマッチング支援を実施します。特に介護分野については、11月 を福祉人材確保重点

実施期間と定め、ハローワーダと関係団体等が連携した福祉関係就職面接会等を集中的に開催するととも

に、ハローワータと介護労働安定センターとが連携した求人充足・職場定着のための取組を進めます。

<求人者を対象にした人材確保セミナー>

が
'著 =｀

デ

|||||:|||‐ |||||■ |■・・ ||lil:■ |‐
i―■|■ |:|||:||

国と地方公共団体が、連携して雇用対策に取り組み、

地域の課題に対応するための協定を締結。課題に対する共通認識を持ち

役割分担、連携方法を明確化し連携策をパッケージ化します。

国と地方公共団体が、それぞれの強みを発揮し、連携して人材確保を進めます。

能美市雇用対策協定締結式   雇用対策協定締結地方公共団体

令和4年度

求人充足数

輻轟コ軍軍導入

■と

企業の担当者か

ら、直接、求職者に
―
11

企業説明1会

企業の建物や作

業現場、働いてい

る人の様子などの

画像を求職者に提

供する取組

1ぱ

寮騨名

1

,ぎr

画像情報提供

県
市
市

町
市
市
市
市

川
洲

沢
賀
昨
尾
美
賀

石
珠

金
志
羽
七
能
加

月

月

月

月

月

月

月

月

３

９

１

７

７

８

８

０

軒跡鰤鱒薄特欝卸

成
成
成
成
和
和
和
和

平
平
平
平
令
令
令
令

能美市雇用対策協定 締結式
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lゴ・スキリングによる能力1向上支援2

《幹ぬ畑―掛抄一ニンプ (プ丞`纂職禁議練、藪職香支援翻練)

石川県地域職業訓練実施計画に基づき、石川県及び高齢 。障害・求職者雇用支援機構石川支部 (ポリテク

センダー石川)が設置している公共職業能力開発施設や民間教育訓練機関等において、職業に必要な技能や

矢□識を習得するための職業訓練を推進します。

受講者数

1■605人

ハロートレーニング(離職者向け)の令和4年度実績(石川県内)

(盈 )覆域尊&黒鑢域職禁麓鈎岳督言舞耀違憾議会

地域の人材ニーズを踏まえ、訓練コースの設定及び訓練修了者や当該修了者を採用した企業等へのヒアリ

ングによる訓練効果の把握・検証により、地域のニーズに対応した職業訓練コースの設定の促進及び教育訓

練指定講座の拡大等を図ります。

《B》 職禁議:練患こ轟をサ番デジノづ紗盆野翰重点ぞ逸

デジタル人材の育成等に向けてデジダル分野の訓練コースの設定を促進するため、資格取得率や就職率等の

要件を満たす訓練実施機関に対して、委託費等の上乗せを行います。また、他職種から IT人材に転職を目指

す中高年齢者等に対して、実践経験を積むための「実践の場」を提供するモデル事業を実施する予定です。

求職者

《霜》霧勉簸雇機典森患こ膜轟蔵轟診攀へ姶鋒儀移動姶鍵逢

特定求職者雇用開発助成金 (成長分野等人材確保・育成コース)の活用による就職困難者を対象とした成

長分野 (デジタル・グリーン)への労働移動や賃上げを促進します。

デジダル分撃予の

受講者数

344人

畠

《鐵職業鱚輯殿ぴ輯甥鱚報翰蝦築e鍵錢筵象轟戚職蕃通企業の
マッチング機能姶蔭で隆、球ジ移イン嬢鴻轟ξ遜泰轟
プ穐圏―ワーヲ翰琴ldlttll豊 荊童

ハローワークインダーネットサービスの利用促進、求職者及び求人者マイペー

ジの開設・活用の働きかけにより、職業紹介業務の充実。強化を図るとともに、」ob
tag(職業情報提供サイト)を活用した支援を進めます。

また、職員の専門性の向上に取り組むとともに、マッチング業務の強化のために

就職件数等の目標設定、進捗管理などを行います。

●
「

F■■

“

,■1辞 1婚

Fab辻金g
勢餌砕 t疑携晉0■ ,′

“・…・・  c琴9   蹴

搬球11

職業相談

1受講あつせん
|

1 就職支援  |
1計画書の作成 |

ハローワーク

,1□―卜し―
=‐
」」1

輸鐵刊
1 資格を取得 |

訓練実施機関

I:麟1
職業紹

ハ ロー ワーダ

就 職

成1長分1野等への労働.移動|の1円1滑化
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夢 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

フリーランスの就業環境の整備1

2

フリーランス 。事業者間取引適正化等法の施行に向けて、フリーランスやフ

リーランスに業務を委託する事業主等に対し、様々な機会を捉え、法の周知啓

発を行います。

また、フリーランスから契約等の トラブルについて相談があつた際には、
「フリーランス・ トラブル110番」を紹介するなど適切に対応します。

法施行後には、報告徴収・是正指導等を行い、法の履行確保を図ります。

ごとのカフリーランスのあなたイ

フリーランスと取3静るあなたゴ

新 しい法律が
できましたゴ部4

① 育児。介護体業法の周知及び履行確保

育児・介護休業法に基づく両立支援制度について、個々の労働者が円滑に制度を利用できるよう周矢□すると

ともに、制度が適正に整備されてしヽるか企業に確認・指導を行います。

また、助成金の支給等により仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む事業主等を支援します。

② 次世代育成支援対策の推進

l憂良な子育てサポート企業の認定制度である「くるみん」、「プラチナくるみん」、「トライくるみん」について、

学生や求職者の認知度を向上させるとともに、事業主に対しては公共調達における加点評価等のメリットを周

矢日し、認定に向けた支援を行います。

また、くるみん認定企業のうち不妊治療と仕事の両立に取り組む企業の認定制度である「プラス」につしヽても

周宍□し、認定に向けた支援を行います。

3

① 職場におけるハラスメント防止措置義務の履行確保

パワーハラスメント、セグシュアルハラスメント等職場におけるハラスメント防止措置を請じていない事業主

に対して指導を実施し、法の履行確保を図ります。また、12月 を「職場のハラスメント撲減月間」として、事業主

等への周宍□啓発を集中的に実施します。

② 労働関係紛争の早期解決の促進

個々の労働者と事業主の民事的なトラブル (個別労働関係紛争)について、円満。迅速な解決を図ることを目

:旨 します。

個別労l動紛筆解決制度利用状況について

11:451~~~11:o56 民事上の個別労働紛争相談の内容別状況

(令和4年度)

9,719

その他
19%

H28年 度  H29年 度  H30年 度  R元 年度  R2年 度   R3年 度   R4年 度

瑠 助言→旨導申出受付件数 

“

あつせん申請受理件数 …●― 総合労働相談件数 
―

民事上の個別労働紛争の祖談件数

10,499

00

雇用。労1動 フリーランス

仕事と育児・介護の両立支援

両立支援のひろば

ハラスメント防止対策等

あかるい職場応援団 検 索

8,S70    8,410

162
152

13S

118
109
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民間企業における女性活躍促進のための支援4

(1)女性活躍の推進

女性活躍の推進、誰もが働きやすい就業環境を整備するための女性活躍推進法について周知・指導を行い
ます。また、女性活躍情報の見える化を推進するため、 「女性の活躍推進企業デーダベース」の活用につい
て企業に働きかけを行います。

女性の渚躍デーダベース

認定企業制度の周知等5

認定企業制度は、「働きやすい企業」としての指標となるこ
とから、労働局、ハローワークが一体となって認定企業制度
の周知及び認定企業の人材確保対策強化に取り組みます。ま
た、認定企業をはじめとする「働きやすい職場づくり」に積
極的に取り組む企業については、その旨を求人票に記載し、
求職者にアピールすることで、求人・職業相談窓□が一体と
なつて充足支援の強化に取り組みます。

認定企業のメリット
①ハローワークの求人票に認定マークが掲載されます。
②石川労1動局主催の合同就職面接会で、認定企業を学生等求職
者にPRします。

③厚生労1動省や石川労慟局のホームページで、認定企業名を掲載
します。

④自社の商品。広告などに認定マークの使用が可能です。
※認定制度により、公共調達の加点、低利融資などの優遇措置を受けられる場合も
あります。
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高い企業

“

ぎ地 じむ

安全で健康に働くことができる環境づくり6

(1)長時間労慟の抑制

① 監督指導の徹底等

時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えてい
ると考えられる事業場や過労死等に係る労災請求が行われ
た事業場に対する監督指導を、引き続き実施します。

② 中小企業。小規模事業者等に対する支援

相談のための拠点を設け、生産性を高めながら労働時間
縮減に取り組む中小企業等を支援します。

定期監督等の監督指導件数及び違反率の推移
2,500

2,000

1,500

1,000

['00

0

684    696
1-――フlЙ

８０

６０

４０

２０

1,555    1 1,5フ 8

0
H30年    R元年    R2年      R3年      R4年
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全般的な相談
年間総実労働時間の推移

●石川働き方改革推進支援センダー

労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金

の活用など、労務管理に関する課題について、専門家が、

電話・メール・企業訪間により相談に応じます。

●労働時間相談・支援コーナー

労働時間制度等に関する相談に対応するため、県内すべ

ての労働基準監督署に設置し、個別訪間等により、きめ細

かな相談。支援を行います。

(2)労働条件の確保・改善対策

① 法定労働条件の確保等

労働基準関係法令の遵守や関係ガイドラインに基

づく労務管理の徹底を図るとともに、重大又は悪質な

法令違反には、司法処分も含め厳正に対処します。

労働条件の悩みの解消に役立つポーダルサイト「確

かめよう労働条件」の活用を促進します。

200
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110

100

2,100

2,000

1,900

1,800

1,700

1,600

1,500

H30年      R元年      R2年       R3年 R4年

■■■ 石サ1県所定外労倒時F=昂 数 …●― 石サI県年F日司総実労働時間数

―●― 全国平均年間総実労1動時間数  ※毎月勤労統計調査、規模5人以上、パートタイム労働者を除く

③ 令和6年度適用開始業務等への労働時間短縮に向けた支援

トラック・バス・ダグシードライバー、建設業の上限規制適用について、特設サイト「はたらきかたススメ」を通じ

て、必要な周宍□を行います。

―管毬愛∵!ヽ

② 特定の労働分野における労働条件確保対策の推進

外国人労働者、自動車運転者、障害のある労働者の法定労働条件を

確保するため、関係機関とも連携し、労働条件確保対策を推進します。

(3)14次防を踏まえた労団者が安全で健康に慟くことができる環境の整備

① 事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むための周畑啓発等

事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むため、安全衛生対策に取り組む必

要性や意義等について周知啓発を行うとともに、加えて安全衛生対策に取り組む

ことが、事業者にとつて経営や人材確保・育成の観点からもプラスとなることも、

積極的に周矢□啓発を図つていきます。

さらに、発注者等において安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条

件を付さないことや安全衛生対策経費の確保の必要性について周知を図るとと

もに、機会を捉え、消費者・サービス利用者に対しても、事業者から提供される

サービスに安全衛生対策に要する経費が含まれることへの理解を促します。

巨医虚14次防

② 労働者の作業行動に起困する労働災害防止対策の推進

小売業や介護施設を中心に多発する作業行動を起因とする労働災害 (行動災害)防止のため、「いしかわ小売

業+Safe協議会」及び「いしかわ介護施設+Safe協議会」の運営、企業における自主的な安全衛生活動の導入を

支援する取組等により、管内全体の安全衛生に対する機運醸成を図ります

Ｅ

Ｅ

13次防期間中の死亡

災害人輩文の合計値の

15%以下の減少

13次防期間の死傷災

害の最小値の5%以
上の減少

法律の相談

2,038

1,949_____1,943

はたらきかたススメ 検 索

・労働基準監督署による荷主等に対する長時間の恒常的荷待ち解消の要請

・賃金水準の向上に向けて、適正な運賃を支払うことについて周矢日

・労薗時間等説明会における丁寧な周矢ll

自動
―
車運転者

・労働時間等説明会における丁寧な周知

・石川働き方改革推進支援センダーによる相談やセミナーの実施建―設葉

。石川県医療勤務環境改善支援センダーによるきめ細やかな相談対応、助言

・宿日直許可申請等に関する医療機関ダ〕`らの相談への懇切丁寧な対応医 :雨

確かめよう、労1動条件 !

-7-



③ 高年齢労働者、外国人労働者

等の労薗災害防止対策の推進

「高年齢労働者の安全と健康確保のための

ガイドライン」及び中小企業による高年齢労l動

者の労働災害防止対策等を支援するための補

助金の周宍□を図ります。また、外国人労働者ヘ

の効果的な安全衛生教育の実施について周矢□

し、外国人労働者の労働災害防止対策を推進

します。

④ 個人事業者等に対する安全衛生

対策の推進

請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外

の者に対しても、労働者と同等の保護措置を講

じることが義務付けられていることについて、

事業場に対して指導、周矢日・啓発を図ります。

労働災害の死傷者数の推移

H25年 H26年 H27年 H28年  H29年 H30年 R元年  R2年  R3年  R4年 R5年

“

死亡災害  ―●― 死傷災害  ―録一 新型コロナウイルス感染症を除く死傷災害

(石

'I労

働局集計 (労倒者死傷病報告))※ R5に ついてはR61月 末速報値

死傷者数 死亡者数
１０

９０

８０

７０

６。

５０

４０

３０

２０

１０

０

５。０

０。０

則

０００

５００

0

③ 業奉重別の労働災害防止対策の推進

陸上貨物運送事業につしヽては、最大積載量2トン以上の貨物自動車に係る荷の積卸し作業時の昇降設備の

設置及び保護帽の着用、テールゲートリフダーによる荷役作業についての特別教育の実施等について周知徹

底し、荷役作業における災害防止対策の促進を図ります。

建設業については、一側足場の使用範囲の明確化、足場点検者の指名等について周矢□徹底し、建設工事に関

連するガイドライン等について周矢□指導を行う等、災害防止対策の促進を図ります。

製造業については、製造時及び使用時のリスグアセスメント、残留リスクの情報提供の確実な実施を促進し、

機械災害の防止を図ります。林業については、関係するガイドラインの周知徹底し、関係機関との協力の促進、

発注機関との連携の強化等により災害防止対策の促進を図ります。

③ 労働者の健康確保対策の推進

②メンタルヘルス対策及び過重労働対策等

長時間労働者に対する医師による面接指導やメンダルヘルス対策などの労働者の健康確保の取組を指導す

るとともに、「働く人のメンダルヘルス・ポーダルサイト「こころの耳」について周宍□を行います。

④産業保健活動の推進

中小企業・小規模事業者へ、石川産業保健総合支援センダー等が行う産業医、産業保健ス

タッフ等への研修、小規模事業場への医師等の訪間支援、団体経由産業保健活動推進助成金

等について利用勧奨を行います。力□えて、石川県地域両立支援推進チームの取組の推進、両

立支援コーデイネーダーの養成を図り、治療と仕事の両立支援に関する取組の促進します。

② 新たな化学孝勿質規制の周矢日、石綿ばく露防止対策の徹底

化学物質管理に向けてSDS(安全デーダシート))等に基づくリスグアセスメント等の実施及びその結果に基

づくばく露低減措置の実施について指導をいます。また、呼吸用保護具の適正な使用のため、個人ばく露測定

の円滑な導入に向けた補助金制度を含めた周矢□を行います。加えて、リスグアセスメント対象物健康診断が適

切に実施されるよう指導を行います。

建築物石綿含有建材調査者講習等の修了者による石綿含有調査の徹底、事前調査結果等の報告や石綿除

去等作業時のばく露防止措置の徹底、並びに解体等工事の発注者への制度の周矢□を図り、建築物等の解体・改

修作業時の石綿ばく露防止対策を徹底します。

(4)労災保険給付の迅速・適正な処理の推進

① 週労死等事案に係る的確な労災認定

労働災害による被災労働者やそのご遺族からの労災請求について、迅速・公正な処理を行います。

特に、過労死等事案 (脳。心臓疾患事案及び精神障害事案)に係る労災請求については、認定基準に基づき労

倒局と監督署が連携して迅速・的確な労災認定を行います。

② 石綿関連疾悪に係る的確な労災認定等

石綿関連疾患に係る労災保険給付及び特別遺族給付金の事案については、認定基準に基づ

き、的確な労災認定を行います。また、労災指定医療機関等を通じて制度の周家日を図ります。さ

らには、建設アスベスト給付金制度について、パンフレット等により制度の周矢日を行います。

響

Z"A

＼

＼

／

／

1,42511250

1,067
987

1,155 1,158

1,1241,053 1,016

15
1210 10

5

98 8 87 6

1

1[;3-― ―――-1,155 ~1:105

-8-



24

7
6

フ フ
6

2

③ 能登半島地震に係る的確な労災認定等

能登半島地震に関連する労災給付請求等については、懇切丁寧な相談対応に努め、請求がなされた際には、

迅速・的確な労災認定処理を行います。

週労死等事案及び石綿関連疾患事案労災請求件数。決定件数の推移(石川局管内)出典:厚生労働省報道発表資料

請
求
件
数

18~~~~

5

４０

３５

３０

２５

２０

１５

‐０

５

０

決
定
件
数

19

15―――――-14

10
12

11

H30年度   R元 年度    R2年 度    R3年 度   R4年 度

■■■ 脳・心臓疾憲  ■■■ 精神障害  
―

石綿関連疾患  ―●中 合計

(5)労慟保険適用徴収業務の適正な運営

①電子申請の利用促進
新規適用事業者への利用促進、各種事業者向け説

明会等あらゆる機会を捉えて周宍日を行います。また、

社会保険労務士会をはじめとする関係団体に広報等

の協力を要請するなど、積極的に電子申請の利用促進

を行います。

② 未手続事業一掃対策の推進

労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平性の

確保等の観点から重要な課題であり、労働局、監督署、

ハローワーク、他の関係機関と連携して、未手続事業

の的確な把握と自主的な保険成立に取り組みます。度

重なる手続指導に応じない事業者には職権により成立

手続を行います。

③ 収納未済歳入曽買の縮減

労災保険料率改定による労働保険料申告の適正指

導、労働保険年度更新の円滑な運営、回座振替納付の

利用促進などに取り組み、保険料の適正徴収に努めま

す。また、滞納事業者には、納入督励、滞納処分を積極

的に行います。

H30年度   R元 年度    R2年 度    R3年 度   R4年 度

■■■ 脳・心臓疾患  ■■日 精神障審  
―

石綿関連疾憲  ―●― 合計

電 子 申 請
。
□ 座 振 替 利 用 状 況 【年 度 更 新 】

■■■ 年度更新対象事業場数 ■■■ 電子申請件無  ■■■ 口座振替件数

一
電子申請利用割合   

一
口座振替利用割合

,ス857 4ス 248

7

11

356%

285%

6,141

17

269%

R2年度   R3年 度   R4年 度

未手続事業一掃対策推進状況
■■■ 勧奨等実施件数  ■■■ 新規力l入件数

24,8%
215%

3,716

R元年度 R5年度

８４０

■

４０４
■

‐
，

２６‐

Ｅ

426

E

1,343

|
1,149

凸1凸 凸選
R2年度   R3年 度   R4年 度

徴収決定額・収納額の状況

997% ・・・
徴収決定額  ■■■収納顔  ―●―収納率  998%

H30年度   R元年度   R2年度   R3年 度   R4年 度

適正な労務管理下における良質なテレワークの普及促進を図るため、様々な機会を捉え、「テレワークの

適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の周宍□を行うとともに「人材確保等支援助成金 (テ レ

ワーダコース)」 をはじめテレワーダ相談センダーの周知を

図ります。

① 年次有給休暇の取得促進

県内企業の年次有給休暇の取得率は、全国平均より

も低くなつています。

このため、年次有給休暇の取得促進を図るための取

組として、10月の「年次有給体暇取得促進期間」に加

え、連続体暇を取得しやすい夏季、年末年始及び春季

に、集中的な周知・広報を行います。

従業員一人当たりの年次有給休暇取得状況

R元年度 R5年度 (R61)

(単位:億円)

998% 975% b98%
192,8192.3   194,61943   1969 1986198,2

7

621
――――――-563_566524

H30年      R元年      R2年      R3年        R4年
■■■全国の取得率 ■■■石川県の取得率 ※厚生労倒省雇用環境・均等局調べ

20

7
5 4____4

1

24`7%

4,749

25,7%

5,659

多様な働き方、働き方・休み方改革

テレワーク総合ポータプルサイト

497
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多様な人材の就労 社ヽ会参加|の促進8

(1)高齢者の就労による社会参加の促進、高齢者が安心して安全に働くた翰の

職場環境の整備等

雇用安定法の周矢□・啓発を行い、事業主に対して、65歳を超える定年引き上げや継続雇用制度の導入等に

向けた支援を行しヽます。

また、高齢者に対するきめ細やかな職業相談・職業紹介を実施し、特に65歳以上の再就職支援では、ハ

□―ワー
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金沢、小松、白山に設置する「生涯現役支援窓□」において、高齢者のニーズ等を踏まえた効果

的なマッチング支援を行しヽます。さらに、地域のシルバー人材センダーが多様な就業・社会参加の受け皿と

して十分機能するよう、就業機会拡大 。会員拡大の取組を支援します。

石川県内の高齢者の継続雇用の状況 〔石川労働局集計(高年齢者雇用状況報告「各年6月 呵日現在」】
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善
65歳までの「高年齢者

尼用確保措置J実施企業

2 -66歳 以上まで働ける企業

― 旨抱轟a島響≦冨量鷲冨業228% 268% 288% 301%
199% 220%

H30年 R元年 R2年 R3年 R4年 R5年  ※R2年以前は31人以上規模企業、R3年以降は21人以上規模企業で集計

(豊 )障害者の就職促進

ハローワークにおいて、個々の障害者の状況に応じたきめ細かな職業相談を行い、職場実習制度や各種助

成金制度、職業訓練などを渚用しつつ、適格な職業紹介を実施します。特に求職者に占める割合が高い精神

障害者の雇用促進や職場定着に向けた総合的かつ継続的な支援を実施するとともに、就職面接会等を開催

し、障害者の就職促進を図ります。

また、法定雇用率の段階的な引上げにより、法定雇用率未達成企業の増加が見込まれることから、これら

の企業に対する雇入れ支援等を強化します。さらに、企業における障害者雇用の取組が一層推進されるよ

う、 「もにす認定制度」の普及促進に取り組むほか、関係機関と連携を図り、精神・発達障害者しごとサ

ポーダー養成講座、障害者雇用促進セミナーや障害者雇用企業見学会を開催します。

障害者の就職件数の推移 (障害種別)令和6年4月 1日から、

民間企業の

法定雇用率は

2.5%になりました。

※令和フ年4月 に除外率が10

ポイント]1き下げられ、令和8

年 7月 に 1よ民間企業の

法定雇用率は270/0ヘ
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「もにす認定制度」
障害者の雇用の促進や安定に関す

る取組などの優良な中小企業を認

定する制度
H29年度  H30年 度  R元年度  R2年 度  R3年 度  R4年 度

1知的障害者    精神障害者  こ 1■ その他障害者 ※石川労働局まとめ

H28年度

1身体障害者 r

(3)夕串国人求職着等への就職支援、企業での夕1国人労蠍者の適正な雇用管理の推進

石川県における外国人雇用状況については、外国人を

雇用 する事業所数 が 2,161所 、外 国人労働者数 が

13,068人 (令和5年 10月 末現在)と、平成 19年に届出

が義務化されて以降、過去最高を更新 しました。県内で

は多くの産業・業種で人手不足が深刻であり、外国人材

を適正に受け入イl、 共生社会の実現を図ることを目的と

し、外国人労働者に対する適正な雇用管理について、事

業所訪問等による雇用管理状況の確認 。改善のため助

言・援助を行うとともに雇用維持のための相談・支援を

実施 します。

〔石川労働局まとめ「各年10月末現在」】
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(1)就職氷河期世代に対するハローワーダの専門窓口における専門担当者に

よる就職相談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援の推進

就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行つた世代であり、希望する就職ができず、王見在も

不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるなど、様々な課題に直面している方がいます。

そのため、「第ニステージ」 2年目の令和 6年度においても、ハローワーダ金沢に設置した就職氷河期世代

専門窓口を中心に、就職氷河期世代の固有の課題 (希望する職業とのギャップ、実社会での経験不足等)や今

後の人材ニーズを踏まえ、状況に応じた支援により、同世代の活躍の場を更に広げられるよう、 「いしかわ就

職氷河期世代活躍支援プラン」に基づき、具体的な数値目標を立てて取り組みます。

(2)新卒応援ハローワーグ等における多様な課題を抱える新規学卒者等への支援

金沢新卒応援ハローワーク等における個別支援や、石

川県と連携した企業ガイダンス・就職面接会の開催等に

より、新規学校卒業者等の就職を促進するとともに、就

職後の職場定着を支援します。

若者雇用促進法に基づく新規学校卒業者の適職選択の

ための取組 (ユースエール認定制度※の普及促進、職場

情報提供制度)の周知により、若者と地元企業とのマッ

チングを強化します。「わかもの支援コーナー・窓□」

(ハ ローワー
`7金

沢、小松、白山)を中心に、正規雇用

を目指すフリーダー等に対して、担当者制によるきめ細

かな個別支援を行います。

響
「ユースエール認定マーク」

若者の採用・育成に積1丁又的で、雇用管理の

状況などが優良な企業を厚生労働大臣が

認定するもの

<石川労働局集計>

(%)

100

新規高等学校卒業予定者の職業紹介状況

新規大学等卒業予定者の就職内定況
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就職氷河期世代、多様な課―題を抱える若年者・新規学卒者の支援

著者サポートステーション石川

●就職氷河期世代に対する複数年度に

跨つた支援を実施

●オンラインによる就職支援を実施
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◇専門窓口を設置、担当者によるチーム支援

を実施

金短期で取得でき、安定就労に有効な資格等

の習得を支援

鰺働きながら無料で受講可能な訓練の提供

馨助成金等による企業の取組支援

◆蹴職支擬の付魚奮構?◆
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石川労働局の概要

厚 生 労 働 本 省

石 川 労 働 局
総務部、雇用環境・均等室、労1動基準部、職業安定部

労慟基準監督署
公共職業安定所

(ハ ローワーク)

石川労働局の組織と担当業務

総  務  課
人事、会計、給与などの事務に関すること

行政文書、保有個人情報の情報公開に関すること

労働保険微収室

総
　
務
　
部

労働保険料の徴収に関すること

労働保険関係成立及び消滅に関すること

労働保険料の額の決定並びに充当及び還付に関すること

労働保険事務組合の業務及び認可等に関すること

雇 用 環 境・ 均 等 室

行政間の総合的な連絡、調整に関すること

働き方改革に関すること

女性の活躍推進に関すること

雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保に関すること

育児・介護休業制度や一般事業主行動計画の策定等に関すること

パートダイム・有期雇用労働者の均衡待遇に関すること

総合労働相談 (個 別労働関係紛争解決制度)に関すること

監  督  課
一般労働条件の確保。改善に関すること

事業場の監督指導に関すること

司法事件の捜査に関すること

賃  金  室
最低賃金制度に関すること

家内労働に関すること

賃金続計に関すること

健 康 安 全 課

労働災害の防止、職業性疾病の予防に関すること

労働者の健康保持増造、メンタルヘルス及び快適職場の形成に関すること

労働安全衛生法に基づく免許、技能講習に関すること

特定機械等の製造許可及び特定自主検査に関すること

労

働

基

準

部

労 災 補 償 課
労災保険法に基づく保険総付 (業務災害、通勤災害)に 関すること

労災保険法に基づく社会復帰促進等事業に関すること

労災保険法に基づく審査請求に関すること

職 業 安 定 課
職業紹介に関すること

若年者及び新規学校卒業予定者の雇用対策に関すること

雇用保険の適用及び失業給付等に関すること

需給調整事業室

労働者派遣事業に関すること

有料・無料職業紹介事業に関すること

労働者供給事業に関すること

労働者募集、募集情報等提供事業者に関すること

職 業 対 策 課

高齢者雇用対策、障害者雇用対策に関すること

建設、介護等人材不足分野における雇用管理改善に関すること

外国人等の雇用の促進に関すること

雇用関係の各種助成金の支給に関すること

石

川

労

働

局

職

業

安

定

部

訓  練  課
ハロートレーニング (公共職業訓練・求職者支援訓練)に 関すること

外国人技能実』制度に関すること

部 (室 ) 課 (室 ) 主な担当業務

※開庁時間は、月曜日～金曜日8時 30分～17日寺15分 (祝日・年末年始を除く)です。
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労働基準監督署・公共職業安定所 (ハ ローワーク)の管轄等

題題D労働基準監督署

鰯

鰯

鰯

に

金沢市、白山市、かほく市、野々市市、

津幡町、内灘町

小松市、加賀市、能美市、川北町

七尾市、羽昨市、中能登町、志賀町、

宝達志水町

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

域 公共職業安定所

∞ 出張所。分室

鰯 金沢市

騒蓬睡弱 かほく市、津幡町、内灘町

鰯 小松市、能美市、川北町

鰯 白山市、野々市市

∞ 七尾市、中能登町

篠魏撻戯づ羽昨市、志賀町、宝達志水町

鰻 加賀市

鰻 輪島市、穴水町

醸饉鍾霧 珠洲市、能登町
窓国の概要

労働災害について、死亡・重大災害が発生した場合に

は.夜間、休日であつても、直ちに災害発生場所の所

轄労1動基準監督署に電話連絡をお願いします。

窓回の概要

職 業 相 談

尋就職に関する相談・企業への紹介

≡求人情報のハ
°
ソ]ンでの閲覧

王1就職に関する各種セミナーの案内

季職業訓練の案内・相談

求 人・雇 用 援 助

馨従業員募集の相談・申込

尋雇用に関する助成金等の相談

幸定年延長・障害者雇用等の雇用

管理の相談

雇
用
保
険

適   用

・_=雇 用保険の加入。廃止等の届出

ё被保険者の資格取得・喪失・離職

票の交付

幸雇用継続給付の申請

給   付
ф失業給付金の受給手続

尋教育訓練給付の申請

個別の申詣。本目談等の窓口につきましては、各労働基準監督署。公共職業安定所 (ハ ローワーク)でご確認ください。

労 働 条 件

尋賃金不払、解雇等に関する相談

尋就業規則、36協定等の届出

尋最低賃金に関する相談

安 全 衛 生

拳工事計画届、死傷病報告等の届出

き健康診断結果等の届出

ξ健康づくり、職業性疾病予防等に

関する相談

労働保険・労災保険

黍労働保険の加入、労働保険料の

申告・納付及び相談

◆労災保険の給付 (業 務災害、

通勤災害)の 申請及び相談

-13-



石川労働局・労働基準監督署・公共職業安定所 (ハローワーク)等の所在地

石川労働局
〒920‐0024金沢市西念3‐ 4‐ 1金沢駅西合同庁舎5・ 6F

●総務部

公共職業安定所 (ハ ローワーク)

会 fヽ 軽―蓄―ぎ豊鎮     盆076-253-3030
〒920‐8609金 沢市鳴和 +18‐ 42

会ゴミ嚢～―で―警澪韓

〒929‐0326河北郡津幡町字清水ア66‐4

蓬著 藝ヽ―蓄―言韓X震盈      奮0761-24-8609
〒923-8609小 松市日の出町+120小松日の出合同庁舎2F

尋 ゴヽ 嚢‐―蓄⌒言轟 鍵      奮076-275-8533

総務課 奮 076-265-4420

労働保 I父徴収室

●顧轟嚢境。鞠壽壼

聾簿鰯墓撃覇

奮 076-265-4422

奮 076-265-4429

金 076-289-2530

監督課 金 076-265-4423

貧釜室 奮 076-265-4425

職糞安定譲 奮 076-265-4427
雇罵 /‐甲隆電子幸議事轟セ女

=―
   奮 076-265-4421

需緯調謹事業宝 金 076-265-4435

職業対策譲 a076-265-4428

訓I譲 誤 奮 076-200-3437

労働基準監督署

攀麓演善鐵藍撃餞醤轟 盆 076-292-7945

〒921‐8013金沢市新神田牛3‐ 10金沢新神田合同庁舎3F

◇拳総欝鐵饉撃藍醤醤   奮o761-22-4316

〒923‐0868小松市日の出町+120小松日の出合同庁舎7F

⑬亀躍彎織藝撃驚督轟   倉0767-52-3294

〒926-0852七 尾市小島町西部2七尾地方合同庁舎2F

鬱爽慈鋒織嚢集饉督轟    奮0768-52-1140

〒927-0027鳳珠郡穴水町字川島キ84穴水地方合同庁舎2F

総合労働相談コーナー

0甍よ14労働局総舎労働相談劇一ナー
(石川労働局 雇用瑣境。均等室内)  倉 076-265-4432

〒924-0871白 山市西新町235

金ふ嚢一著―卦詮薫

〒926-8609七 尾市小島町西部2七尾地方合同庁舎呵F

聾曇ゴミ藝一てデ‐‐蒙軽躍霞ま     奮0767-22-1241

〒925‐ 8609羽 昨市南中央町キ105-6

馨桑嚢‐‐琴‐～―づ嚢輩

〒922‐8609加 賀市大聖寺菅生イ78‐3

会ずヽ嚢―哲尋き畿轟

〒928‐ 8609輪島市鳳至町畠田99‐3輪島地方合同庁舎呵F

尋 ゴミ嚢・言・‐蓄季す糞藍∈豊      盗0768-62-1242

〒927‐ 0435鳳珠郡能登町字宇出津新港3‐ 2‐2

若年者対象の就職支援施設

|■イ,ド rlア rヽi‐ iィ  |●∴ 琴ヾ

(il,,゛ ,fヤ■I■ ド▼■・ f rイ ,      a o76-261-9453
〒920‐ 0935金 沢市石引牛17‐ 1石川県本多の森庁舎lF

子育て女性等対象 の就職支援施設

| |■ |,■ lri I II Ⅲ ・デ イ■・:,,卜

'て

   奮o76-261-O026

〒920‐ 0935金 沢市石引牛17‐ 1石川県本多の森庁舎lF

職業相談の窓□ (U・ I・ 」ダーン・高齢者等 )

:.■ li f l:「 ||lff         奮076-223-0765

〒920‐0935金 沢市石引4-17‐ 1石川県本多の森庁舎lF

生活保護受給者等対象の就職支援窓□

桧蕉釜こ羮誉貪嚢撃一慧̈―警惑ぎξ3a o76-222-8609

〒920‐0962金 沢市広坂■+1金沢市役所本庁舎耳階 生活支援課横

地域住民対象の就職支援施設

噂轟壌ゴヽ霞瑾・ヽ‐夏F―ゼダ叢典鰻嚢藝‐卜・,昔一一

(珠瀦南難載職糞鵜談室,      a0768-82-0157
〒927コ 215珠洲市上戸町北方■9‐2すず市民交流センターlF

籟 糞慈 ずヽ 野
~l拶

誓―・夢叢 良播 韓 藝 ‐ヽ,す にヽ・,

そゴ拳k誕 :難鎮鶏葺攀晨護室】       奮0768-52-0168

健康安全譲 奮 076-265-4424
労災縞償課

尋萎禁奮竃葉

a076-265-4426
奮 0767-52-3255

a0761-72-8609

奮 0768-22-0325

●金涙総舎狩働相談瓢藝安―
(金沢労1動 基準監督書体l) 奮 076-292-7947

●轄ヽ総総舎鋒鐵機談霞―ナー
(小総芳1要力轟導監督署肉) 奮 0761-22-4207

●鼈躍総舎労f霞働輻談翻韓安一
(竜尾労働基準監督署内) 盆 0767-52-7640

●穴フk総合労働奪目談翻―ナ帯

(穴水労lttl基準監督署内) 奮 0768-52-1184

所在地の地図及び開庁時間等については、

石川労働局ホームページで

ご覧いただけます。

里 https://,site,mhlw 9o,pAshikawa― roudou町 Oku/

ホームページ
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〒927-0027鳳珠郡穴水町字川島ラ174穴水町役場耳F



労働に関する祖談窓回のご案内

○ 解雇、いじめ・嫌がらせなど職場におけるトラブルに関する相談

○ 職場におけるセ

`ア

シュアルハラスメント等に関する相談

総合労団相談コーナー

労働局 雇用環境。均等室

就労上のトラブルに関する相談

○ その他、労働問題に関する相談 総合労団相談コーナー

労働問題について相談、相談先がわからないとき

○ 職場における男女の均等な取扱に関する相談

○ 婚姻・妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱に関する相談
労働局 雇用環境・均等室

男女均等な取扱い等に関する相談

○ 育児・介護休業法に関する相談            _____― ―一――1 労悽l局 雇用
○ 一般事業主行動計画の策定や認定に関する相談            |

環境・均等室

○ 育児体業給付・介護体業給付に関する相談 | ハローワー

`フ

育児・介護休業等に関する相談

○ パートダイム・有期雇用労働法に関する相談 労種l局 雇用環境。均等室

パートダイム・有期雇用労働に関する相談

○ 解雇、賃金不払、有給体暇、労働時間等に関する相談

○ 最低賃金、家内労働、賃金統計に関する相談 労働基準監督署 又は 労働局 賃金室

労働基準監督署

労働条件に関する祖談

○ 労働災害防止等、職場の安全衛生に関する相談

労働基準監督署 又は 労働局 健康安全課○ 免許・技能講習等に関する相談

O健康診断及びメンタルヘルスに関する相談

職場の安全衛生・健康管理に関する相談

○ 労働保険料の申告・納付に関する相談

○ 労種l保険の力B入手続きに関する相談
労働局 労働保険徴収室

労働保険の加入手続き等に関する相談

○ 労災年金受給者の年金・介護に関する相談
労働基準監督署

○ 労災保険の申請や給付に関する相談

労災保険の手続き等に関する相談

O雇用保険の申請や給付に関する相談
ハローワーク

○ 高年齢雇用継続給付に関する相談

雇用保険の手続き等に関する相談

○ 求職・求人に関する相談 ハローワーク

就職。採用に関する相談

○ 高齢者・障害者・外国人の雇用管理に関する相談

○ 高齢者・障害者・外国人労種l者の職業相談
ハローワー

`フ

高齢者・障害者・外国人の雇用に関する相談

○ ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)受話に関する相談 | ハローワーク

職業訓練受話に関する相談

○ 有料・無料職業紹介事業に関する相談

○ 労働者派遣事業に関する相談
労働局 需給調整事業室

労働者派遣・職業紹介事業に関する相談

○ 雇用関係各種助成金に関する相談                   1 労働局 職業対策課 又は ハ回―ワーク

○ 雇用環境改善関係各種助成金に関する相談 労働局 雇用環境・均等室

各種助成金に関する相談
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